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お知らせ 2月

電
子
入
札
と
電
子
認
証
の
講

習
会

■
日
時
／
２
月
27
日
㈬

　

午
後
７
時
〜
９
時
30
分

■
場
所
／

　

周
防
大
島
町
商
工
会
本
所

　

３
階
会
議
室

　
（
旧
久
賀
町
商
工
会
館
）

■
内
容
／

　

電
子
入
札
と
電
子
認
証

　

電
子
入
札
模
擬
体
験

　

個
別
相
談

■
講
師
／
谷
口　

修　

先
生

　
（
中
小
企
業
診
断
士
、
第
1
種
情

　

報
処
理
技
術
者
）

■
対
象
者
／
町
内
の
商
工
業
者
、

　

ま
た
は
従
業
員
等
の
関
係
者

■
申
し
込
み
／

　

準
備
の
都
合
上
、
２
月
22
日
㈮

　

ま
で
に
、
商
工
会
本
所
ま
た
は

　

各
支
所
へ
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス

　

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
事

　

業
所
名
と
参
加
者
人
数
を
お
知

　

ら
せ
く
だ
さ
い
。）

・
本
所
☎
７
９
‐
０
３
０
０

　

フ
ァ
ッ
ク
ス
７
２
‐
０
４
７
９

・
大
島
支
所
☎
７
４
‐
２
０
１
２

　

フ
ァ
ッ
ク
ス
７
４
‐
２
６
３
１

・
久
賀
支
所
☎
７
２
‐
０
４
７
８ 

　

フ
ァ
ッ
ク
ス
７
２
‐
２
２
７
７

・
橘
支
所
☎
７
７
‐
０
２
４
２

　

フ
ァ
ッ
ク
ス
７
７
‐
２
２
９
５

・
東
和
支
所
☎
７
８
‐
０
０
０
２

　

フ
ァ
ッ
ク
ス
７
８
‐
１
９
４
３

■
参
加
費
／
無
料

※
パ
ソ
コ
ン
等
は
主
催
者
で
準
備

し
ま
す
。
筆
記
用
具
の
み
ご
持
参

く
だ
さ
い
。
な
お
、
パ
ソ
コ
ン
に

は
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。
参

加
人
数
に
よ
っ
て
は
、
共
用
と
な

り
ま
す
の
で
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

周
防
大
島
町
商
工
会
本
所

☎
７
９
‐
０
３
０
０

町
観
光
協
会
の
事
務
局
長
を

公
募
し
ま
す

　

周
防
大
島
町
観
光
協
会
は
、
み

か
ん
鍋
の
開
発
や
諸
行
事
開
催
を

通
じ
、
観
光
立
島
を
目
指
し
て
躍

進
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
な
る
飛
躍

の
た
め
、
現
在
法
人
化
へ
の
組
織

替
え
を
進
め
て
い
ま
す
。
つ
い
て

は
情
熱
に
燃
え
た
事
務
局
長
を
公

募
し
ま
す
。

■
募
集
要
領
／

　

周
防
大
島
を
愛
す
る
方
で
、
年

　

齢
・
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。
原

　

則
と
し
て
周
防
大
島
に
居
住
で

　

き
る
方
。

■
募
集
期
間
／

　

２
月
10
日
㈰
〜
３
月
20
日
㈭

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　

周
防
大
島
町
久
賀
４
３
１
６　

　

周
防
大
島
町
観
光
協
会

☎
０
８
２
０
（
７
２
）
２
１
３
４

　
（
フ
ァ
ッ
ク
ス
兼
）

観
光
協
会
の
愛
称
お
よ
び
ロ

ゴ
マ
ー
ク
募
集

　

平
成
20
年
度
に
、
周
防
大
島
町

観
光
協
会
は
、
新
た
に
法
人
化
組

織
と
し
て
出
発
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、正
式
名
称
「
周

防
大
島
町
観
光
協
会
」
を
し
の
ぐ

愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
締
め
切
り
／
４
月
30
日
㈬

■
応
募
方
法
／

　

住
所
・
氏
名
・
愛
称
を
１
枚
に

　

１
点
ご
記
入
の
う
え
、
郵
送
ま

　

た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル

　

で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
応
募
方
法
等
詳

　

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　

い
。

■
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ
／

　

周
防
大
島
町
久
賀
４
３
１
６　

　

周
防
大
島
町
観
光
協
会

☎
０
８
２
０
（
７
２
）
２
１
３
４

　
（
フ
ァ
ッ
ク
ス
兼
）

Ｅ
メ
ー
ル

m
ail@
suo-oshim

a-kanko.net

安
心
と
信
頼
の
ハ
ー
ト
ピ
ア
共
済

〜
事
業
所
で
加
入
し
ま
せ
ん
か
〜　

中
小
企
業
勤
労
者
共
済
制
度

　

従
業
員
の
福
利
厚
生
面
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
事
業
主
が
従
業
員
の
た
め
に
共
済
掛
金
を
負
担
さ
れ
た
場
合
は
、

税
法
上
は
損
金
ま
た
は
必
要
経
費
と
し
て
算
入
で
き
ま
す
。

■
加
入
の
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

　

周
防
大
島
町
勤
労
福
祉
共
済
会
（
事
務
局
：
周
防
大
島
町
商
工
観
光
課
）

☎
７
９
‐
１
０
０
３

型　　種 対　象　者 加入年齢 月掛金
（１人）

交通事故死亡
の給付金額

１　　型
県内に住所または
勤務先がある中小
企業の勤労者で契
約発効日の前日ま
で健康な方
（事業所加入される
場合は事業主も加
入できます）

満 15歳以上
満 65歳未満

450 円 240 万円
２　　型 900 円 480 万円
３　　型 1,500 円 720 万円

４　　型

満 15歳以上
満 50歳未満

（満 55歳になるまで
　継続加入できます）

2,000 円 1,000 万円

高齢者型 満 65歳以上
満 71歳未満 450 円 100 万円

ファミリー型
１型～４型に加入
している本人、配
偶者および子供

０歳以上
満 65歳未満

（子供は満 25歳未満）
500 円 200 万円

○この制度は、中小企業で働いている未組織の勤労者の福祉の向上を目的とし、県
　下全域にわたって実施されている共済制度です。
○月々わずかな掛金で、死亡・障害・入院・住宅災害等の不測の事態に対してセッ
　トで保障し、さらに結婚・出産・銀婚・小中高校入学祝金も給付します。
○入院については、さらに充実・・・５日以上入院したとき、１日目から給付金を
　お支払いします。


